
昭

和

二

十

六

年

十

一

月

六

日

受

領 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
質
問
の 

一
）

答

弁

第

一

号 

     

衆
議
院
議
員
中
島
茂
喜
君
提
出
建
設
省
職
員
の
定
数
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
一
号 

昭
和
二
十
六
年
十
一
月
十
六
日 

衆

議

院

議

長 

林 
 

讓 

治 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
中
島
茂
喜
君
提
出
建
設
省
職
員
の
定
数
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

地
方
建
設
局
所
管
の
公
共
事
業
費
並
び
に
一
人
当
り
予
算
消
化
額
は
、
別
表
の
通
り
で
あ
る
。 

補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、
地
方
建
設
局
関
係
は
な
く
来
年
度
予
算
は
目
下
経
済
安
定
本
部
及
び
大
蔵
省
で
検
討
中
で
あ

る
。 

二 

見
返
資
金
工
事
に
お
い
て
、
職
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
処
置
を
と
ら
ず
、
従
前
の
定
員
内
に
お
い
て
、
配
置

転
換
等
の
処
置
に
よ
り
、
且
つ
、
定
員
内
に
お
い
て
処
理
す
る
こ
と
が
困
難
な
部
分
は
請
負
に
付
し
、
支
障
な
く
工
事
を

遂
行
し
た
。 

予
備
隊
建
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
附
帶
事
務
費
中
の
賃
金
給
で
一
〇
〇
名
の
臨
時
職
員
を
増
員
し
、
こ
れ
を
遂
行
し
つ

つ
あ
る
。 

三 

目
下
大
蔵
省
で
検
討
中
で
あ
り
、
後
段
の
地
方
建
設
局
が
策
定
し
た
定
数
と
は
、
何
を
意
味
す
る
か
明
瞭
で
な
い
が
、

現
状
に
お
い
て
は
、
五
に
述
べ
る
如
き
減
員
は
や
む
を
得
な
い
と
考
え
る
。 



四 
地
方
建
設
局
に
お
い
て
は
、
補
助
員
と
い
う
制
度
上
の
名
称
は
な
く
、
單
に
二
、
三
の
地
方
建
設
局
に
お
い
て
、
比
較

的
長
期
に
わ
た
つ
て
雇
用
せ
ら
れ
る
人
夫
等
を
便
宜
上
又
は
、
慣
習
上
、
補
助
員
、
人
夫
名
儀
者
等
と
呼
称
し
て
い
る
に

過
ぎ
ず
、
そ
の
総
数
を
明
確
に
は
あ
く
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
又
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
、
一
般
の
人
夫
に
対
す
る

と
特
に
異
つ
た
取
扱
基
準
を
定
め
て
は
い
な
い
。
但
し
、
十
一
月
一
日
か
ら
常
勤
労
務
者
制
度
を
実
施
し
、
一
般
公
務
員

に
準
ず
る
取
扱
を
す
る
こ
と
と
し
た
。 

五 

本
省
及
び
附
属
機
関
に
お
い
て
は
、
事
務
の
整
理
、
能
率
の
増
進
等
に
よ
り
、
七
〇
七
名
を
整
理
す
る
こ
と
と
し
た
。 

    

そ
の
数
は
地
方
建
設
局
を
通
じ
て
五
、
八
八
四
名
で
あ
る
。 

四 

 



 
 

右
答
弁
す
る
。 

          

五 

 




